
藤沢市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、藤沢市内において保育施設を設置運営する者に対し、保育士用の宿舎

借り上げに要する経費を補助することにより、保育士の人材確保や離職防止に資するた

め、藤沢市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とについて、藤沢市補助金交付規則（昭和３５年藤沢市規則第１１号）に規定するものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「保育施設」とは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。

以下「法」という。）第３９条第１項に規定する認可保育所、法第２４条第２項に規定す

る家庭的保育事業等のうち、小規模保育事業を行う施設をいう。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、保育施設を

設置運営する者が第５条に定める対象保育士を居住させるための宿舎（当該対象保育士

の雇用主及びその関係者が所有するものを除く。以下「宿舎」という。）を借り上げる事

業とする。 

 

（補助金の交付対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、前条に規定する補助対象事業を行う者

とし、次の各号のすべてに該当する者（以下「補助対象事業者」という。）とする。た

だし、当該建物の貸主が個人である場合において、その貸主が補助対象事業者と一定の

身分関係にある者である場合は、補助の対象としない。 

（１）借り上げている宿舎を有すること。 

（２）雇用した対象保育士を前号の宿舎に居住させていること。 

 

（補助対象保育士） 

第５条 補助の対象となる者は、補助対象事業者に雇用され、藤沢市内に所在する保育施設

に勤務する保育士で、次の各号の要件をすべて満たす者とする。 

（１）法第１８条の６に規定する保育士資格を有すること。 

（２）正規の雇用条件で採用された常勤の職員であり、保育施設を適用事業所とする社会保

険に加入していること。 

（３）従事する業務が保育であること。 

（４）保育士本人又はその同居人が住宅手当及びこれに類する手当等の支給を受けていない

こと。 

（５）雇用開始された日の属する会計年度から起算して、１０年以内であること。 



２ 前項の規定にかかわらず、補助の対象となる者が、令和７年度以降に本事業を利用した

のち退職した場合はその後対象とすることはできない。ただし、やむを得ない事情による

退職と認められる場合に限り、再度対象者とすることができる。 

３ 前項但し書きを適用した場合における対象期間は、第１項第５号の期間から、退職した

保育所で採用された日から保育士宿舎借り上げ支援事業を利用し退職するまでの期間を

除く期間とする。 

 

（補助金の交付対象となる経費） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業

の実施年度における宿舎の借り上げに要する賃借料及び共益費又は管理費（以下「賃借料

等」という。）とする。ただし、対象保育士が居住していない期間の賃借料等又は対象保

育士の同一年度内の居住期間が１か月に満たない場合の賃借料等は補助対象としない。 

２ 対象保育士から賃借料等を徴収している場合は、当該賃借料等の額を補助対象経費から

控除するものとする。 

  

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、月額の補助対象経費に４分の３を乗じて得た額（１００円未満の端

数があるときは、これを切り捨てる。）に対象月数を乗じた額とし、補助対象保育士１人

当たり月額５６，２００円及び１施設当たり７人分を限度とする。 

２ 月の途中で対象保育士が宿舎に入居し、若しくは退去した月に係る補助対象経費は、入

居した日数に応じた額とする。 

 

（補助金交付申請手続） 

第８条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、藤沢市保育士宿舎借り上げ支援

事業補助金交付申請書（第１号様式）に関係書類を添えて、市長が別に定める日までに提

出しなければならない。 

２ 前項の補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）収支予算書（第２号様式） 

（２）事業計画書（第３号様式） 

（３）宿舎に係る賃貸借契約書の写し 

（４）対象保育士の雇用を証する書類（雇用開始日、雇用条件及び就業場所が確認できるも

の。）の写し 

（５）誓約書（第４号様式） 

（６）対象保育士の住民票（直近３か月以内）の写し 

（７）対象保育士の保育士証の写し 

（８）その他市長が必要と認めるもの 

 

（補助金交付決定） 



第９条 前条の規定により、補助金交付の申請があった場合は、審査の上、交付の可否を決

定し、藤沢市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付・不交付決定通知書（第５号様式）

により通知する。 

 

（変更承認申請） 

第１０条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者は、当該事業の計画に変更が生じる場

合は、藤沢市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金変更承認申請書（第６号様式）に必要書

類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請があった場合は、審査の上、承認の可否を決定し、藤沢

市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金変更承認・不承認決定通知書（第７号様式）により

通知する。 

 

（補助金の交付時期） 

第１１条 補助金の交付時期は、第９条の規定により交付決定した年度の年度末とする。た

だし、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。 

 

（事業完了届及び実績報告） 

第１２条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、藤沢市保育士宿舎借り上げ支援事業補

助金事業完了届兼事業実績報告書（第８号様式）に次に掲げる関係書類を添付し、当該交

付を受けた年度の翌年度の４月１０日までに提出しなければならない。 

（１）収支決算書（第９号様式） 

（２）事業報告書（第１０号様式） 

（３）対象保育士の住民票（直近３か月以内）の写し 

（４）補助対象事業者が宿舎借り上げに係る賃借料等を支払ったことを証明する書類（領収

書等）の写し 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告） 

第１３条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の

申告により本補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、

速やかに市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させ

ることができる。 

 

（書類の整備） 

第１４条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、当該補助金に係る事業の収入及び支出

を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該支出及び収入に係る証拠書類を整備するととも

に、当該補助の終了後５年間保管しておかなければならない。 

 



（交付決定の取り消し） 

第１５条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が、次の各号のいずれかに該当す

ると認める場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）この要綱の規定に違反した場合。 

（２）書類の記載事項について事実と相違した場合。 

（３）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合。 

（４）第１７条の規定による報告又は調査を拒否し、又は指示に従わない場合。 

 

（補助金の返還） 

第１６条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、取り消

しに係る部分について、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めてその返還を命

ずるものとする。 

 

（調査等） 

第１７条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者に対して、必要があると認める場

合は、執行状況等の報告を求め、又は職員を保育施設に立ち入らせ、執行状況等に係る帳

簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 市長は、前項の報告又は実地調査に基づき必要がある場合は、適切な指示を行うものと

する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は、令和１１年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加え、その結

果について必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 



（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年２月１日から施行する。ただし、第５条に第２項及び第３項を加

える改正規定、第７条第１項の改正規定及び第８条第２項第５号の改正規定は、令和８年

４月１日から施行する。 
 

（経過措置） 
２ 第８条第２項第５号の誓約書は、令和７年度に限り第１２条の藤沢市保育士宿舎借り上

げ支援事業補助金事業完了届兼事業実績報告書に添付し、提出を求めることができる。 


